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(57)【要約】
【課題】エアギャップ方式によって、液晶パネルとタッ
チパネルとを貼合したとしても、
従来よりも光の反射が抑えられる低反射型静電容量方式
のタッチパネル機能付き表示装置
を提供する。
【解決手段】液晶パネル２とタッチパネル５との間には
空気層６を有しており、液晶パネル２の表面上に設けら
れた第１のＡＲコーティング層３と、タッチパネル５の
裏面上に設けられた第２のＡＲコーティング層４と、を
備え、第１のＡＲコーティング層３と第２のＡＲコーテ
ィング層４とは空気層６を介して対向してなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと前面パネルとが貼合されてなる低反射型静電容量方式のタッチパネル機能
付き表示装置であって、
　前記表示パネルと前記前面パネルとの間には空気層を有しており、
　前記表示パネルの表面上に設けられた第１のＡＲコーティング層と、
　前記前面パネルの裏面上に設けられた第２のＡＲコーティング層と、を備え、
　前記第１のＡＲコーティング層と前記第２のＡＲコーティング層とは前記空気層を介し
て対向してなること
　を特徴とする反射型静電容量方式のタッチパネル機能付き表示装置。
【請求項２】
　前記前面パネルはタッチセンサー付き薄板ガラスであることを特徴とする請求項１に記
載の反射型静電容量方式のタッチパネル機能付き表示装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低反射型静電容量方式のタッチパネル機能付き表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、液晶パネル上にタッチパネルを貼合する方式として、いわゆるエアギャップ
方式がある。このエアギャップ方式は、液晶パネルとタッチパネルを額縁状に周縁部分の
み貼合させる貼合方法であり、貼合された液晶パネルとタッチパネルとの間には空気層が
形成される。
【０００３】
　貼り直しの容易さ、コスト面、歩留まり等の観点から、従来においては、このエアギャ
ップ方式が採用されていたが、エアギャップ方式では、タッチパネルと空気層との界面、
及び表示パネルと空気層との界面において光の反射が発生し、視認性が低下するという問
題が生ずる。
【０００４】
　このような問題点を改善する貼合方法として、特許文献１に記載のようなダイレクトボ
ンディング方式（オプティカルボンディング方式あるいはフルラミネーション方式とも言
う）がある。このダイレクトボンディング方式は、液晶パネルとタッチパネルとを全面貼
りする貼合方法であり、両者の間には空気層は形成されないので、エアギャップ方式にお
いて発生していた視認性の低下という問題は解決できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１３０２９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ダイレクトボンディング方式によると、例えば、液晶パネルとベースガ
ラス、ベースガラスとタッチパネルがそれぞれ全面貼りされているため、位置合わせに失
敗し貼り直しをしたい場合には、剥離した際にガラスが割れてしまい、実質的には貼り直
しすることができず、歩留まり低下につながるといった新たな問題が生ずる。
【０００７】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであって、光の反射が抑えら
れ、かつ、貼り直しが容易であり、歩留まりも向上可能な低反射型静電容量方式のタッチ
パネル機能付き表示装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記の目的を達成するために、本発明の低反射型静電容量方式のタッチパネル機能付き
表示装置は、表示パネルと前面パネルとが貼合されてなる低反射型静電容量方式のタッチ
パネル機能付き表示装置であって、前記表示パネルと前記前面パネルとの間には空気層を
有しており、前記表示パネルの表面上に設けられた第１のＡＲコーティング層と、前記前
面パネルの裏面上に設けられた第２のＡＲコーティング層と、を備え、前記第１のＡＲコ
ーティング層と前記第２のＡＲコーティング層とは前記空気層を介して対向してなること
を特徴とする。
【０００９】
　また、前記前面パネルはタッチセンサー付き薄板ガラスであってもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、表示パネルと前面パネルとが貼合されてなる低反射型静電容量方式の
タッチパネル機能付き表示装置であって、前記表示パネルと前記前面パネルとの間には空
気層を有しており、前記表示パネルの表面上に設けられた第１のＡＲコーティング層と、
前記前面パネルの裏面上に設けられた第２のＡＲコーティング層と、を備え、前記第１の
ＡＲコーティング層と前記第２のＡＲコーティング層とは前記空気層を介して対向してな
るような構成とした。このため、光の反射が抑えられ、かつ、貼り直しが容易であり、歩
留まりも向上可能といった効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の低反射型静電容量方式のタッチパネル機能付き表示装置のＡ－Ａ線矢視
断面図。
【図２】図１の斜視図。
【図３】図１に示すタッチパネルの断面図。
【図４】図３に示すタッチセンサー部の構造を説明するための模式図。
【図５】反射率を比較した表。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態に係る低反射型静電容量方式のタッチパネル機能付き表示装置
１（以下、「表示装置１」という）を実施するための形態について、図面を参照しながら
説明する。図１は図２のＡ－Ａ線矢視断面図、図３は図１に示すタッチパネルの断面図で
あるが、見やすくするために第１のＡＲコーティング層３、第２のＡＲコーティング層４
、粘接着剤７のみハッチングを施し、その他の部分についてはハッチングを施さず図示し
ている。
【００１３】
　図１に示す通り、表示装置１は、液晶パネル２と、第１のＡＲコーティング層３と、第
２のＡＲコーティング層４と、タッチパネル５とを備えてなる静電容量方式のタッチパネ
ル機能付き表示装置である。
【００１４】
　第１のＡＲコーティング層３及び第２のＡＲコーティング層４は、反射防止膜であり、
フッ化マグネシウムなどを真空蒸着させて薄膜をつくり、光の干渉の効果により外光の映
り込みを目立たなくさせる効果を有する。本実施形態においては、第１のＡＲコーティン
グ層３は、ＡＲコーティングされた、いわゆるＡＲフィルムを液晶パネル２の表面にＯＣ
Ｒ（ＵＶ硬化樹脂）やＯＣＡ（光学透明粘着シート）等の粘接着剤を用いて貼付すること
により液晶パネル２表面上に設けられる。同様に、第２のＡＲコーティング層４も、ＡＲ
フィルムをタッチパネル５の裏面に貼付することによりタッチパネル５裏面上に設けられ
る。なお、第１のＡＲコーティング層３及び第２のＡＲコーティング層４は、スパッタ、
蒸着等によって成膜してもよい。
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【００１５】
　図３に示すとおり、タッチパネル５は、静電容量方式のタッチパネルであって、薄板ガ
ラスからなるタッチセンサー部５１と、カバーガラス５３からなり、タッチセンサー部５
１は、カバーガラス５３の裏面上にＯＣＡあるいはＯＣＲからなる粘着層５２によって貼
付されている。
【００１６】
　図４に示すように、タッチセンサー部５１は、Ｙ電極ガラス部５１０とＸ電極ガラス部
５２０とがＯＣＡあるいはＯＣＲからなる粘着層５３０によって貼り合わせてなり、フレ
キシブルプリント回路基板ＦＰＣ５４０を介してコントロールボード（図示しない）と接
続される。Ｙ電極ガラス部５１０及びＸ電極部５２０の厚みは０．０５ｍｍ乃至０．２ｍ
ｍである。
【００１７】
　また、静電容量方式のタッチパネルは、近年薄型化が進んでおり、タッチセンサーの位
置によって、アウトセル型、オンセル型、インセル型の３つの分類があり、タッチセンサ
ーをカバーガラスに形成する形態もあることから、タッチパネル５をタッチセンサーが形
成されたカバーガラスとすることも可能である。その他にも、静電容量方式のタッチパネ
ルの構造としては、その材質や構造等の面から分類すれば種々の形態のものがあるが、本
発明においては、前面パネルと表面パネルとの間に、静電容量方式のタッチパネル機能が
実現できさえすれば、種々の形態のものが適用可能である。
【００１８】
　また、上記実施形態においては、表示パネルを液晶パネルとして説明したが、表示パネ
ルは、例えば、プラズマパネル、有機ＥＬパネル等であってもよい。
【００１９】
　本実施形態においては、表面上に第１のＡＲコーティング層３が設けられた液晶パネル
２と、裏面上に第２のＡＲコーティング層４が設けられたタッチパネル５とを額縁状に設
けられた粘接着剤７によって貼合する。すると、第１のＡＲコーティング層３と第２のＡ
Ｒコーティング層４とは空気層６を介して対向することとなる。
【００２０】
　以上のように、第１のＡＲコーティング層３と前記第２のＡＲコーティング層４とを空
気層６を介して対向するように構成したことにより、エアギャップ方式によって表示装置
を製造したとしても、従来よりも光の反射を抑えることが可能となる。また、液晶パネル
２とタッチパネル５とは全面貼りされているわけではなく、額縁状に設けられた粘接着剤
７部分によって貼合されているので、貼り直しをしたい場合には剥離が容易である。
【００２１】
　このように構成された表示装置１において、反射率の比較実験を行った結果が図５に示
す表である。エアギャップ方式、ダイレクトボンディング（ＤＢ）方式及び本発明のＡＲ
コーティング方式における光の反射率（％）の比較を光の波長を３６０ｎｍ～７４０ｎｍ
まで変化させて行った結果が図５に示す表である。なお、ダイレクトボンディング方式に
ついては、使用するＯＣＡをシリコン系のものとウレタン系のものの２種類について測定
した。
【００２２】
　その結果、すべての波長において、エアギャップ方式よりも反射率が低いという結果を
得られた。また、ダイレクトボンディング方式との比較においては、４５０ｎｍ以下にお
いては一部反射率が高いものがあるものの、５００ｎｍ以上においてはすべての波長にお
いて本発明のＡＲコーティング方式の方がダイレクトボンディング方式よりも反射率が低
いという結果を得られた。
【００２３】
　以上のように、本発明のような構造にすることにより、エアギャップ方式及びダイレク
トボンディング方式よりも反射率が低く、しかも、貼り直しも簡単にできるという効果を
奏し得る。
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【符号の説明】
【００２４】
　　１　　：表示装置（低反射型静電容量方式のタッチパネル機能付き表示装置）
　　２　　：液晶パネル（表示パネル）
　　３　　：第１のＡＲコーティング層
　　４　　：第２のＡＲコーティング層
　　５　　：タッチパネル
　　５１　：タッチセンサー部
　　５２　：粘着層
　　５３　：カバーガラス
　　５１０：Ｙ電極ガラス部
　　５２０：Ｘ電極ガラス部
　　５３０：粘着層
　　５４０：ＦＰＣ
　　６　　：空気層
　　７　　：粘接着剤
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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